
肥料価格の高騰に対する支援策（国・県）のご案内

① 国の支援策 【肥料価格高騰対策】
化学肥料低減の取組を２つ以上行う場合、前年度から増加 した肥料費につい

て、前年度からの増加分の７０％を支援金として交付します。

② 県の支援策 【福岡県化学肥料低減対策事業】
(化学肥料低減によるワンヘルス推進費)

化学肥料低減の取組を３つ以上（上記の２つ以上を含む）行う場合、上記の
国の支援策に１５％を県独自で上乗せ支援します。

化学肥料の低減に向けて取り組む販売農家
５戸以上の農業者グループ単位で申請してください。ＪＡや肥料販売店などでま

とめてグループ申請していただくことを想定しています。

なお、５戸未満の農業者の方も申請を受付ますので、詳しくは、申請受付セン
ター（コールセンター）へお問い合わせください。

農業者の皆様へ

１ 支援の内容

３ 支援の対象者

令和５年３月２７日

福岡県肥料コスト低減推進協議会

国と県の支援により前年度からの増加分の８５％を支援します。

２ 今後のスケジュール

【県協議会への提出期限】

・第１回 令和５年４月２８日（金）

・第２回 令和５年６月３０日（金）

・第３回（最終）令和５年８月３１日（木）

農業者の皆様は肥料を購入したＪＡや肥
料販売店が設定するスケジュールに拠って
下さい。

ＪＡや肥料販売店等がまとめてグループ
申請します。

※対象は、春肥および秋肥の追加分

春肥の申請を開始します。詳しくは以下をご確認下さい。

（追加）県の支援策へ申請した方は、振込手数料を
県が負担（秋肥１回、春肥１回の計２回分）します。



○農業者の皆様やＪＡ・肥料販売店等向けのお知らせ、各種
申請書類の様式等を掲載していますので、ぜひご覧ください。

７ ホームページ

６ 申請受付センター（コールセンター）

○事業内容・申請手続き等のお問い合わせは下記までお願いします。

【肥料価格高騰対策事業 申請受付センター（コールセンター）】
・土曜日、日曜日、祝祭日を除く平日の９時から１７時まで
・ＴＥＬ ０９２－６４３－５０１０ ＦＡＸ ０９２－６４３－５０１１
・〒８１２－００５３ 福岡市東区箱崎２丁目５２－１

福岡リーセントホテル内

５ 事業参加申込み方法

○参加申込みに必要な書類等

肥料の注文票及び領収書（又は請求書）、化学肥料低減計画書

○参加申込み方法

原則として、肥料を購入したＪＡや肥料販売店へ申込み

福岡県肥料コスト低減推進協議会 検索

最寄りの農林事務所でも事業
のご相談を承ります。

４ 支援の対象となる肥料

・春肥：令和４年１１月～令和５年５月に注文した肥料
［5月31日までの注文分］

※秋肥：令和４年６月～令和４年１０月に注文した肥料も申請できます。

【注意点】

肥料法（肥料の品質の確保等に関する法律）に基づき国や都道府県に登録・届

出された肥料が対象です。土壌改良材や培土は原則対象外です。 （※）

（※）石灰質肥料等、一部の登録・届出された土壌改良材は、支援対象となります。


